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令和８年度 総合評価落札方式の主な変更点（工事）



九州地方整備局１） 令和８年度 基本方針
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➢ 国土交通省では、平成25年11月から総合評価落札方式（二極化）を本格運用し、
「品確法」の基本理念である「価格」及び「品質」が総合的に優れた内容の契約がなされる
よう努めてきた。

➢ 一方、受注競争の激化による地域の建設産業の疲弊や就労環境の悪化に伴う担い手
不足等の課題を踏まえ、現在及び将来にわたるインフラの品質確保とその担い手の中長期的
な育成・確保を図るため、令和６年6月に品確法、入契法、建設業法のいわゆる「担い手三
法」の改正が行われ、同年12月には、資機材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止、働き方改
革と生産性向上に関する改正法の詳細が規定された。

➢ 九州地方整備局においても、頻発化・激甚化する自然災害は元より、入札・契約手続きの
現状や現場の実情、業界関係者との意見交換会等を通じ、特に、担い手不足による生産性低
下や技術力低下の懸念、契約不調の多発や１社応札による品質低下の懸念、及び猛暑による
労働災害リスク増加の懸念といった課題の重要性を認識した。

➢ これらの課題を踏まえ、令和８年度は、引き続き、災害に強い九州を目指し、地域の守り
手である｢地元企業の受注機会の更なる拡大｣を図るとともに、

・若手と育て役のシニア技術者が共に活躍できる環境づくりによる【担い手確保】
・発注要件の緩和や工事のやりがい向上により競争性を高め、現場の創意工夫を促すこと

による【品質確保】と【生産性向上】
・WLBや賃上げに加え、「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」の推進に向

けた具体的な取り組みの実施や、関連する取り組みの検討を進めることによる
【働き方改革】

を基本方針として、様々な契約制度の積極的な活用を図る。



九州地方整備局２）担い手の中長期的な育成及び確保に向けた試行について

概 要

◆評価項目：「配置予定技術者の能力等」「工事実績」
◆対 象： 技術提案評価型（S型・ SⅠ型）「WTO工事（段階選抜）」【本官工事】

・若手監理技術者の参入を目的に、令和７年度に、WTO工事（段階選抜）の一部工事において、「技術者の実績について

過去に同種工事に携わった際の立場を求めない」試行を実施。

令和８年度においては、全てのWTO工事（段階選抜）を対象に試行を実施。

【令和８年４月公告工事から適用】

評価基準・配点
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分類 評価項目 評価内容 評価段階

現行 見直し 現行 見直し

Ａ：より同種性の高い工事において、監理（主任・特
　　例監理）技術者あるいは現場代理人として従事
Ｂ：同種性が認められる工事において、監理（主任・
　　特例監理）技術者あるいは現場代理人として従事
Ｃ：より同種性の高い工事において、監理技術者補佐
　　または、担当技術者として従事
Ｄ：同種性が認められる工事において、監理技術者補
　　佐として従事
Ｅ：同種性が認められる工事において、担当技術者と
　　して従事

Ａ：より同種性の高い工事の施工経験あり
Ｃ：同種性が高い工事の施工経験あり
Ｅ：同種性が認められる工事の施工経験あり

Ａ：５
Ｂ：３．７５
Ｃ：２．５
Ｄ：１．２５
Ｅ：０

Ａ：５
Ｃ：２．５
Ｅ：０

配点評価基準

配置予定技術
者の能力等

工事実績
過去15ヶ年間に完成した同種工事の
内、申請された１件の工事実績

５段階



九州地方整備局３）配置予定技術者に関する拘束期間短縮について（試行拡大）

◆評価項目：「配置予定技術者の能力等」
◆対 象：技術提案評価型（S型・ SⅠ型）「WTO工事（段階選抜は対象外）」【本官工事】

・令和６年度までは、申請書提出時点で監理技術者に対して「氏名」等を求めていたが、令和７年度よりＷＴＯ案件
（段階選抜は対象外）の一部の工事種別（一般土木・鋼橋上部）に関して、入札書の提出期限日までに報告するこ
とで見直しを実施。
令和８年度においては、対象工事種別の拡大を図る。

概 要

現行（令和７年度）
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見直し（令和８年度）

【令和８年４月公告工事から適用】
「対象工事種別の拡大」

【対象】
一般土木工事、鋼橋上部工事

【対象拡大】
一般土木工事、鋼橋上部工事、プレストレスト・コンクリート工事



九州地方整備局４） 施工能力評価型（Ⅰ型）における施工計画の評価基準変更（試行）

◆評価項目：「施工計画」
◆対 象：施工能力評価型（Ⅰ型）【本官工事】
・現行の施工能力評価型（Ⅰ型）では、「施工計画」を求め、その評価は「可：○」又は「不可：×」で実施している。

今回、適切で確実な施工を行う能力を有しているか確認する方法として、施工計画の評価を点数化する試行を一部工
事で実施する。

◆評価基準・配点
⇒  現 行：「可」又は「不可」 配点：無し
⇒  令和８年度：４段階評価（不可を含む） 配点：５点 【一部の工事で試行】

概 要
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【施工能力評価型（Ⅰ型）「本官工事」のうち、一部の工事について令和８年４月公告工事から適用】

評価基準・配点

分類 評価項目 評価内容

現行 試行 現行 試行 現行 試行

２段階 ４段階
記載が適切であれば可とし、不適切であれ
ば不可とする。また、記述がない場合も不
可とする。

施工計画の記載内容を審査し、不可を含み
４段階（最大５点）評価する。

「可」
「不可」
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評価段階 配点評価基準

施工計画
「設計図書（標準案）の範囲内
で施工上配慮すること」
（１提案を基本とする）

当該工事を設計図書（標準案）の範囲
内で施工する上で重点的に配慮すべき
ことを求める



九州地方整備局５）配置予定技術者の資格に関する評価基準見直し

◆評価項目：「配置予定技術者の能力等」「配置予定技術者の資格」
◆対 象： 施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）【本官工事・分任官工事】（全ての工種を対象）

・担い手不足等が懸念される状況を踏まえ、今回「配置予定技術者の能力等」「配置予定技術者の資格」の評価基準を緩
和することで、若手技術者やそれを育むベテラン（シニア）技術者の登用促進に期待し、見直しを行う。

概 要
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①：②以外の工事種別発注の場合

【令和８年４月公告工事から適用】

②：造園、電気設備、受変電設備及び通信設備発注の場合

分類 評価項目 評価内容 評価段階 配点

現行 見直し

Ａ：10年以上
Ｂ：5年以上10年未満
Ｃ：3年以上5年未満
Ｅ：3年未満

＜指導員配置の場合＞
Ａ：【配置予定技術者:5年以上10年未満】
　　＋【10年以上の資格経験を有する指導員の配置】
Ｂ：【配置予定技術者:3年以上5年未満】
　　＋【5年以上の資格経験を有する指導員の配置】
Ｃ：【配置予定技術者:3年未満】
　　＋【3年以上の資格経験を有する指導員の配置】
Ｅ：経験なし

Ａ：5年以上
Ｂ：3年以上5年未満
Ｃ：3年未満
Ｅ：経験なし

＜指導員配置の場合＞
Ａ：【配置予定技術者:3年以上5年未満】
　　＋【10年以上の資格経験を有する指導員の配置】
Ｂ：【配置予定技術者:3年未満】
    ＋【5年以上の資格経験を有する指導員の配置】
Ｅ：経験なし

Ａ：１
Ｂ：０．８
Ｃ：０．５
Ｅ：０

４段階

1級土木施工管理技士の経験
又は、配置予定技術者が1級土木施工管
理技士の経験を有し、指導員として現
場に1級土木施工管理技士の経験を有す
るベテラン（シニア）技術者を配置

配置予定技術
者の能力等

配置予定技
術者の資格

評価基準

分類 評価項目 評価内容 評価段階 配点

現行 見直し

Ａ：10年以上
Ｃ：3年以上10年未満
Ｅ：3年未満

Ａ：5年以上
Ｂ：3年以上5年未満
Ｃ：3年未満
Ｅ：経験なし

Ａ：１
Ｂ：０．８
Ｃ：０．５
Ｅ：０

４段階

評価基準

1級○○施工管理技士の経験
（○○は工種によって「造園｣、｢電気工事｣又は｢電気通信工
事｣となる）

配置予定技
術者の資格

配置予定技術
者の能力等



九州地方整備局６）猛暑対策推進に向けた取り組み
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◆概要
・令和７年12月23日に策定された「建設工事における猛暑対策サポートパッケー
ジ」推進に向けた、具体的な取り組みの実施及び検討を進める。

◆来季の取組み
①猛暑期間を休工可能とする試行工事の実施

②技術提案評価型（S型）の技術提案や施工能力評価型（Ⅰ型）の施工計画を活用し、猛暑
対策を求めることで、作業環境の改善に資する施工工夫を促進する工事の実施

③猛暑対策に取り組む企業の意欲向上につながるような、仕組みの検討


	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7

